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測量業務委託特記仕様書 

Ⅰ　業務概要等 

１．業務名称　　　　　　心身障害者通所支援施設用地確定測量業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

２．履行期間　　　　　　契約確定日から令和８年１月３０日まで　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

４．適用 

本業務の履行にあたっては、本特記仕様書、契約書類によるほか、測量法及び「埼玉県公

共測量作業規程」、「埼玉県測量作業共通仕様書」、「用地測量特記仕様書」に基づき実施する

ものとする。 

 

 

 

　５．測量与条件 

 

　　(1)-1　敷地の条件 

　　　ａ．所 在 地　　　春日部市大衾地内(春日部市大衾496-1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｂ．敷地面積　　　約　39,313.00　㎡　(登記簿上)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｃ．そ の 他　　　桜川小学校、桜川放課後児童クラブ、庄和保健センター敷地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　ひまわり園(駐車場)、ひまわり園(排水経路)　　　　　　　　　　　 

　リサイクルショップ棟建築予定地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　(1)-2　敷地の条件 

　　　ａ．所 在 地　　　春日部市大衾地内(春日部市大衾496-2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｂ．敷地面積　　　約　835.71　㎡　(登記簿上)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｃ．そ の 他　　　ひまわり園、リサイクルショップ棟建築予定地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　(1)-3　敷地の条件 

　　　ａ．所 在 地　　　春日部市大衾地内(春日部市大衾496-455)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｂ．敷地面積　　　約　663.70　㎡　(登記簿上)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｃ．そ の 他　　　ひまわり園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 ３．業務概要 　心身障害者通所支援施設の移転予定地に関する用地測量、土地の

境界確定及び現地測量業務一式。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　敷地分割、道路後退等に伴う分筆の境界杭設置、分筆登記添付図

書の作成事務一式。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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    (2)　同敷地関連の別発注業務 

　　　※無し 

　　　■有り（業務名称　　心身障害者通所支援施設整備工事設計業務委託　　　　　　　） 

　　　　　　（業務名称　　心身障害者通所支援施設地盤影響事前調査業務委託(その１)　） 

　　　　　　（業務名称　　心身障害者通所支援施設地盤影響事前調査業務委託(その２)　） 

　　　　　　（業務名称　　心身障害者通所支援施設地盤影響事前調査業務委託(その３)　） 
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Ⅱ　業務仕様 

　１．業務の内容及び範囲 

　　用地測量特記仕様書による。 

 

２．業務の実施 

　　(1)　一般事項 

作業実施に当たり、関係法令を遵守し、常に適切なる管理を行うこと。 

作業実施に当たり、敷地に立ち入る場合は、あらかじめ土地所有者等に通知し、承諾を

得ること。 

 

　　(2)　技術管理者 

契約締結後一週間以内に委託業務を遂行する技術管理者を定め、その経歴、資格、職、

氏名を発注者に書面をもって通知する。 

発注者が通知された技術管理者が業務の遂行に不適当と判断した場合は技術管理者を

変更する。 

 

　　(3)　業務実績情報の登録（業務実績情報システム（テクリス）への業務カルテ登録） 

　　　☐業務実績情報を登録しない 

　　　■業務実績情報を登録する 

 

　　(4)　業務計画書 

　　　　業務工程には、各業務の作業期間、成果物の作成完了予定時期等を記載する。 

 

　　(7)　打合せ及び記録 

　打合せは次の時期に行い、速やかに打合せ記録簿を作成し、監督員に提出する。 

　　　ａ．業務着手時 

　　　ｂ．監督員又は管理技術者が必要と認めた時(中間打合せ　３　回) 

　　　ｃ．成果物納品時 

　　　ｄ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　(8)　成果物等の情報の適正な管理 

　　　ａ．次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守 

　　　　のうえ、成果物等の情報を適正に管理する。 

　　　　　なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分 

　　　　であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。 

　　　　　成果物等とは、 

　　　　　ア．業務の成果物（未完成の成果物を含む。） 

　　　　　イ．その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの 

　　　　　等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。 

　　　　(a)　発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させ 

　　　　　 る、提供するなど（ホームページヘの掲載、書籍への寄稿等を含む）しない。 

　　　　(b)　業務の履行のための協力者等への成果物等の情報の交付等は、必要最小限の範囲 

 ・基準点測量 一式

 ・水準点測量 一式

 ・路線測量 一式

 ・現地測量 一式
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　　　　　 について行う。 

　　　　(c)　契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の 

　　　　　 保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。 

　　　ｂ．成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、 

　　　    速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。 

　　　ｃ．上記ａ及びｂの規定は、契約終了後も対象とする。 

　　　ｄ．上記ａ、ｂ及びｃの規定は、協力者等に対しても対象とする。 

 

　　(9)　その他、業務の履行に係る条件等 

　　　ａ．指定部分の範囲　　　　別紙による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｂ．成果物の提出場所　　　担当者の指示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｃ．土地の立ち入り等 

　　　　(a)　測量を実施するため、国、公有又は私有の土地に立ち入る場合はあらかじめ監督

員に報告するとともに受注者の責任において関係者と緊密かつ十分なる協調を保

ち円滑な測量の進捗を期する。 

また、関係法令に規定する身分証明書を携帯し関係人の請求があったときは、こ

れを提示する。 

　　　　(b)　測量実施に当たり宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あら

かじめ占有者に通知する。 

ただし、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、占有者に

迷惑をおよぼさないよう十分注意して立ち入るものとし、この場合において遅滞な

くその旨を占有者に通知する。 

　　　　(c)　測量実施のため植物、かき、さく等の伐採又は土地若しくは工作物を一時使用す

る場合は所有者の承諾を得て行うものとする。この場合において生じた損失は、特

記仕様書に示すほかは受注者が負担するものとする。 

　　　ｄ．暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

　　　　(a)　本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを 

　　　　　 拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、 

           捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合 

           も同様とする。 

　　　　(b)　(a)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内 

　　　　　 容を記載した書面により発注者に報告すること。 

　　　　(c)　(a)及び(b)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じる 

　　　　　 ことがある。 

　　　　(d)　本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生 

           じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

 

　３．成果物、提出部数等 

　　(1)成果物に係る一般事項 

　　　ａ．ＣＡＤデータの形式は、以下のいずれかとする。 

　　　　　なお、ｓｆｃ形式で提出する場合は、Ｊｗ＿ｃａｄ(http://www.jwcad.net/)の最新 

　　　　　バージョンにおいて、正常に表示及び印刷できるか確認した後に提出すること。 

　　　ｅ．ＣＡＤデータ以外の電子データの形式は、監督員との協議による。 

　　　ｇ．用紙の大きさが指定されていない成果物の大きさは、監督員との協議による。 

 

 ＣＡＤデータの形式 ■ｊｗｗ・☐ｓｆｃ・■ｐｄｆ・■ｵﾘｼﾞﾅﾙ　　　



5 

　　(2)成果物は、次のとおりとする。 

　成果物はすべて発注者の所有とし、発注者が承諾した時に限り、他に公表、貸与又は

使用することができる。 

 

 書類名 摘要 部数 備考

 報告書 １部 紙及び電子データ
 図面 １部 紙及び電子データ

 議事録 １部 紙及び電子データ

 その他 １部 紙及び電子データ
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案内図・参考数量 

 

 

 履行場所

 春日部市大衾地内 
(赤塗りつぶし部)

 (１)-1 
(１)-2 春日部市大衾496-1 39,313.00㎡ 

内、(1)-2は3,169㎡

(登記簿上) 
(地図ｽｹｰﾙ当て概算)

 (２) 春日部市大衾496-2 835.71㎡ (登記簿上)
 (３) 春日部市大衾496-455 663.70㎡ (登記簿上)
 40,812.41㎡ 計

 
 

青太線 対象敷地外周距離
900ｍ 

(幅10m想定)
(地図ｽｹｰﾙ当て概算) 

(２)
(３)

(１)-1(１)-2

用地測量範囲

道路境界測量を基にした 
敷地測量範囲
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分筆測量部分周辺図 

 

 

ひまわり園(駐車場) 
春日部市大衾496-1 

より分筆

(

桜
川
小
学
校) 

春
日
部
市
大
衾
４
９
６
の
１

既存建物

前面道路

既存建物

既存建物

凡例
分筆予定敷地境界線 
分筆済敷地境界線

平成10年度３ｍ後退済み部 
春日部市大衾496-2より後退

道路後退部 
春日部市大衾496-1より後退

隅切り部 
春日部市大衾496-1より後退

春日部市大衾496-2
春日部市大衾 

496-455

庄和保健センター 
春日部市大衾496-1より分筆

ひまわり園(排水経路)(増築予定地用) 
春日部市大衾496-1より分筆

前
面
道
路

前
面
道
路

平成10年度３ｍ後退済み部 
春日部市大衾496-455より後退

ひまわり園

(

桜
川
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ) 

春
日
部
市
大
衾
４
９
６
の
１
の
一
部
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別紙　設計要求書 

　　 

　業務の履行時期に係る条件等 

 

　　　ａ-1．指定部分の範囲　　　分筆測量部分の敷地平面図、レベル図データの提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　■指定部分の履行期限　令和　７年　７月中旬 

　　　　　　　　　　　　　　関連の別発注業務(心身障害者通所支援施設整備工事設計業務

委託)で必要な敷地図データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　備考等 

　 

　　　・委託着手前に関係者からヒアリングし、必要項目を確認する。 

 

　　　・別途契約受注者から建築行為に伴う道路後退の必要性の有無と内容を確認する。 

 

　　　・分筆において、関係者が境界点を確定させるために必要な資料(各筆の寸法、面積)を作

成、立会い確認について主体的に携わる。 

 

　　　・本業務で必要な許可、届出を所管する部署との協議は担当者が同席する。担当者が認め

た場合は受注者単独で協議してよい。 

 

 

 

 


